
 

 

 

 

 

令和 7 年 第２０回 

江戸川区教育委員会定例会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和７年１０月２９日（水）午後２時  

場 所：教育委員会室  

 

 



 

 

          教育長         内 野 雅 晶  

教育長職務代理者    天 野 安喜子  

委員          森 本 勝 也          

委員          伊 藤 真 弓         

委員          松 山 隆 之  

 

 

事務局  教育推進課長      飯 田 常 雄  

学務課長        木 村 美由紀  

教育指導課長      大 川 千 章  

学校施設課長      栗 間 大 介  

統括指導主事      堀 田   誠  

 

書 記  教育委員会事務局  

教育推進課庶務係長  中 尾   隆  

同 主査  樽 川 翔 平  

 

 



 No. 1  

江戸川区教育委員会議事録用紙 

 

 

内野教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

飯田教育推進

課 長 

 

 

開会時刻 午後２時 

 

 それでは、ただいまから令和７年第２０回教育委員会定例会を開催いたし

ます。 

日程第１、署名委員を決定いたします。本日は、天野委員と森本委員さん

にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

続いて、日程第２、議案の審議にまいります。 

第４９号議案、教育に関する事務の議案についての区長からの意見聴取に

ついてですが、本議案は、教育に関する予算、条例案について、令和７年第

４回江戸川区議会定例会で審議するにあたり、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第２９条の規定に基づき、区長から教育委員会に対して意見聴

取されたものです。本件は議会に上程される前の議案に関することであり、

政策形成過程にあることから、江戸川区教育委員会会議規則第１３条に定め

る秘密会として審議したいと思います。この発議に賛成の方は挙手をお願い

いたします。 

 

〔賛成者挙手〕 

 

ありがとうございます。皆さん全員挙手ということで、ありがとうござい

ました。賛成多数と認めます。本案件は秘密会となります。 

なお、第４９号議案については議案が議会に上程された後に議事録の公開

を可能とします。 

これより会議は秘密会となります。 

 

〔秘密会〕 

〔政策形成過程期間が終了したため秘密会部分を公開〕 

 

それでは、第４９号議案、教育に関する事務の議案についての区長からの

意見聴取についてを審議いたします。内容について、事務局から説明をお願

いいたします。 

 

それでは、ご説明申し上げます。 

最初の１枚目の資料は、教育に関する事務の議案についてという書面にな

ります。１１月２１日に開会をいたします、令和７年第４回区議会定例会に

提出予定の議案につきまして、法律に基づきまして意見聴取がされたもので
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あります。 

内容は記書きの３点です。１点目が令和７年度江戸川区一般会計補正予算

中教育の事務に関する部分、２点目が江戸川区立学校設備使用条例の一部を

改正する条例、３点目が江戸川区立図書館条例の一部を改正する条例であり

ます。 

次の資料をご覧いただきますと、令和７年度第５号補正予算概要（教育費）

案という資料になりますので、そちらをご覧ください。上段の表が歳出にな

ります。教育費全体で今回の補正額が７億９０万６，０００円となりますが、

内訳といたしましては、まず、教育推進費につきましては、木全・手嶋育英

資金関係費ということで８，０００円でございます。こちらは寄付金をいた

だいた関係で基金に積み立てをするものであります。学校施設費につきまし

ては、三つの事業がございますが、一つ目の学校施設整備費（小学校）につ

きましては、旧下鎌田小学校につきまして、既に閉校した学校になりますけ

れども、当初は校舎を解体して、体育館は残して校舎の部分を校庭と合わせ

て公園にして、体育館はいわゆる避難所として残すようなイメージでいたん

ですけれども、施設の後利用ということで都立の特別支援学校の候補地にな

りましたので、体育館も含めて解体する必要が出てきたというものでござい

ます。そのため、屋内運動場、いわゆる体育館の解体費ということで今回、

７，０９０万６，０００円の経費を計上するものでございます。 

２点目が鎌田小学校施設改築費でございますが、今回の補正額は１億３，

４７５万円であります。内容としましては、プールの整備方針を立てました。

これまでは全ての学校で屋外のプールをつくっておりましたが、今後は拠点

となる学校に屋内の温水プールを設置して、周辺の学校はその拠点となる学

校の屋内温水プールを使うというふうに今後していくという計画でござい

ますが、これに基づきまして鎌田小学校につきましては、屋外のプールをつ

くる旨の設計を進めていたところでありますが、屋外プールの設置を不要と

する設計変更を行うための経費でございます。１億３，４７５万円というと

ころでございます。 

３点目が旧日光林間施設整備費ということでございまして、今回こちらを

解体工事を行うための経費ということで、４億９，５２４万２，０００円を

計上させていただきました。 

中段の表が繰越明許費でございます。令和７年度中に執行がしきれないも

のにつきまして、翌年度の令和８年度に執行できるようにということで、こ

の繰越明許という手続きをとるものであります。学校施設費の２点ございま

すけれども、いずれも歳出のところでご説明させていただいた内容です。鎌
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田小学校の施設改築費と旧日光林間施設の整備費ということで、それぞれ令

和７年度中に終わらず令和８年度にもかかる予定になりますので、繰り越し

をさせていただきます。 

一番下の表でありますが、こちらも繰越明許費でありますが、こちらは変

更であります。学校施設整備費（小学校）ということで、下鎌田小学校の屋

内運動場の解体に伴う増額というところで、今回計上させていただきまし

た。限度額（変更前）と（変更後）とありますが、この差額分が上段の学校

施設整備費（小学校）にあります、７，０９０万６，０００円となります。

限度額をその分だけ変更させていただくという内容になります。 

１点目は、以上でございます。 

２点目と３点目が関連する条例改正になりますので、あわせてご説明をさ

せていただきたいと思います。 

いわゆる地域施設や文化施設、スポーツ施設等の使用料につきましては、

平成１１年にいわゆる利用料金の改定を行いました後は、消費税の税率の引

上げのときに改定しておりますが、そのほかの要因ではこれまで変えてきま

せんでした。しかしながら、消費税率の引上げ以外にも、いわゆる物価高騰

がこの間進んでおりまして、平成１１年から令和６年度を比較いたしますと

約１．２６倍、２６％ですね。いわゆる物価が上がっていると。この分を施

設使用料のほうに転嫁をさせていただきたいという改正でございます。た

だ、この間、２６％上がったといっても、区民生活も非常に厳しくなってき

ているところからすると、半分を区が持ちましょうということで、今回、考

え方としてはお示ししてあります。ただし、半分ですと厳密に言うと１３％

になるんですけれども、端数分は切り捨てさせていただいて、概ね半分程度

ということで１０％の利用料金の引上げを行う。ただし、１０％引き上げた

ことによって、２３区の平均よりも高くなるようであれば、２３区の平均額

を限度とする、そういった旨で、今回、区の施設全般の使用料の見直しを行

うところでございます。 

第４回定例会に２７本の条例を改正とすることで今回行うのですけれど

も、そのうち２本が教育に関する条例ということで、今回、意見聴取がござ

いました。資料ご覧いただければと思うんですけれども、一つ目が、学校設

備使用条例、こちらがいわゆる学校開放ということで体育館や校庭をスポー

ツの団体さんなどにお貸ししている、その際の利用料金等を規定しているも

のであります。先ほどの考えに基づきまして基本的に１０％引上げという形

で、利用料金の見直しをしてございます。あわせて、次の資料が図書館条例

でございますが、図書館条例につきましても、図書館の会議室や集会室等の
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利用料金を先ほどと同じ考えで、基本的に１０％引き上げということで、改

正するものでございます。ただし、１０％引き上げをするんですけれども、

１円、１０円未満の端数のところもやはり切り捨ててございますので、中に

は２０円から２２円に引き上げ、本来するところを２円の引上げはしないと

いうことで、両方これまでの額を維持するものも中にはございます。同様の

考え方で、区全体の施設につきまして今回使用料の見直しをするものでござ

いまして、一つ目の学校設備使用条例の新旧対照表の１ページ目の一番下か

ら２ページ目にかけてでございますが、付則というところで、２ページ目の

上段を見ていただきますと、今回の条例は令和８年４月１日付で変更すると

いうものでございます。 

ただし、経過措置といたしまして、施行日以後に使用するものから新しい

料金を適用し、施行日以前に既に予約の承認を受けているものについては、

従前の料金を適用する、そのような経過措置も含めて実施をさせていただき

たいというものでございます。 

２点、内容としましては同様のものになりますので、併せて説明させてい

ただきました。ご説明は以上になります。 

 

ありがとうございました。 

この第４９号議案の区長さんからの意見聴取ということで、これ議案を提

出するということが求められているということで、教育委員会の意見を聴取

しますという行為は、どういうふうな捉え方をするんですか。 

 

１枚目の資料をご覧いただきますと、教育に関する事務の議案についてと

いうところに記載がございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律というものの第２９号におきまして、教育委員会に関わる補正予算や条例

改正など、教育委員会に関わる議案を提出する場合には、事前に提出する区

長が教育委員会に意見を聴取するというのが法律で定められてございます。

今回、教育に関する議案として、補正予算案のほか、教育に関わる条例改正

ということで、２点を含めまして議案上程に当たっての意見聴取ということ

で、今回、依頼が来ているものでございます。 

以上です。 

 

分かりやすい説明ありがとうございました。 

それでは、今ご説明等ありましたけれども、何かご意見とかご質問ありま

したらお願いいたします。 
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まず、１件目の補正予算に関するところについて、いかがでしょうか。 

 

１点。基本的にはこちらで問題ないのかなと思っている中で、鎌田小学校

の屋外プールから屋内プールに変更する日を、今お答えできる範囲で構わな

いんですけれども、一般に使用していただくということがもし前提にあると

すれば、例えば道というか動線とか、一般の方が入るための動線とかという

こともお考えの中の変更になって、そうか、これがまだ建てていないという

ことですね。これ、解体の費用だけということになりますか。このプラスさ

れているというのは。 

 

 鎌田小学校は、プールをもともとつくる方向で設計してたんですけれど

も、設計しない、プールをつくらない方向で設計の見直しになります。まだ

実際の工事は設計ができてないのでこれからになるんですけれども、設計自

体の見直しということで、設計の見直しだけでも多額の費用はかかりますけ

れども、プールを実際につくるとなると、これ以上の工事費の増額が見込ま

れますので、今回は見直しをさせていただきたいというものになります。 

 

ありがとうございました。 

私、勝手にもう建て替えるとか屋内プール用に一般公開をするような方向

でいくのかなとちょっと誤解したものですから。 

 

鎌田小学校は、屋外プールをつくるのはやめる学校になりますが、という

ことは逆に言うと、近隣の学校に屋内プールをつくる。今後、将来的にです

ね。屋内プールをつくった場合には、その学校は、一般の利用者も含めて学

校だけではなくて一般の利用も含めた屋内プールをつくるという方法で設

計をしますので、児童・生徒だけじゃなくて外部の方も使う前提での設計を

その際にはそういう形になります。 

 

 的確なご説明ありがとうございました。理解できました。ありがとうござ

います。 

 

では、ほかに１件目、補正予算に関して何かご質問等ありましたらお願い

いたします。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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よろしいでしょうか。 

それでは、２件目、３件目、同質のものかなと思いますので一括したいと

思いますが、２件目、３件目の改正条例について何かご質問等ありましたら

お願いいたします。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

よろしいでしょうか。 

それでは、ないようでございますが、第４９号議案について原案のとおり

決定してよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

ありがとうございます。 

では、原案のとおり決定いたします。 

秘密会はここまでとします。 

 

〔秘密会終了〕 

                  

 以上をもちまして、令和７年第２０回教育委員会定例会を終了いたしま

す。ありがとうございました。 

 

閉会時刻 午後２時１３分 

  


